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議案第４３号 

 

五島市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

五島市長等の給与の特例に関する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年４月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市長等の給与の特例に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市長、副市長及び教育長の給与の特例に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（市長及び副市長の給料の額の特例） 

第２条 市長及び副市長の令和２年５月１日から同年８月３１日までの間における

給料の月額は、五島市長及び副市長の給与に関する条例（平成１６年五島市条例

第４２号）第３条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に１００分

の２０を乗じて得た額を減じた額とする。 

（教育長の給料の額の特例） 

第３条 教育長の令和２年５月１日から同年８月３１日までの間における給料の月

額は、五島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務専念義務の特例

に関する条例（平成２７年五島市条例第１７号）第３条の規定にかかわらず、同

条に規定する額から当該額に１００分の２０を乗じて得た額を減じた額とする。 

（期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額） 

第４条 前２条に規定する期間における市長、副市長及び教育長の期末手当の額の

算出の基礎となる給料の月額は、これらの規定により算出された額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年５月１日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、令和２年８月３１日限り、その効力を失う。 
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（提案理由） 

市長、副市長及び教育長について、令和２年５月１日から同年８月３１日まで、

それぞれの給料の月額の２０パーセントを減額して支給することとするなど、給

与の特例に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この条例案を提出する

理由である。 
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報告第３号 

 

   専決処分の報告について 

 

 五島市税条例等の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

により報告し、承認を求める。 

 

  令和２年４月３０日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （専決理由） 

 条例の改正については、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 

 

五島市税条例等の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

五島市税条例等の一部改正について 

 

 五島市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

五島市税条例等の一部を改正する条例 

（五島市税条例の一部改正） 

第１条 五島市税条例（平成１６年五島市条例第７５号）の一部を次のように改正

する。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削

り、同項第４号を同項第３号とする。 

第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５

項及び第１１項」に改める。 

第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第

４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これ

を」を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次

のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その

旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第５４条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、
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同項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「第４９条

の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「により」に、「において

は」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「みなす」を

「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の

１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在

が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者

とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することが

できる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじ

め、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の

３第１１項」に改める。 

第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３

４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第

３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を

「第３４９条の３第２９項」に改める。 

第９６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４

６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」

を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提

出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し

又は消費等について、第９８条第１項又は第２項の規定による申告書に前項

（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２

の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。 

第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に改める。 

第１３１条第６項中「第５４条第６項」を「第５４条第７項」に改める。 
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附則第６条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成４５年度」を「令和１５年度」に、「平成

３３年」を「令和３年」に改める。 

附則第８条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第１０条中「又は法附則第１５条」を「又は附則第１５条」に改める。 

附則第１０条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第３０項第１

号」を「附則第１５条第２７項第１号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第

４項中「附則第１５条第３０項第２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３０項第３号」を

「附則第１５条第２７項第３号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中

「附則第１５条第３１項第１号」を「附則第１５条第２８項第１号」に改め、同

項を同条第５項とし、同条第７項中「附則第１５条第３１項第２号」を「附則第

１５条第２８項第２号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第

１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項を

同条第７項とし、同条第９項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１

５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項を削り、

同条第１１項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項第

１号ハ」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１２項中「附則第１５条第３３

項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を同条第１０項

とし、同条第１３項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３

０項第２号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１４項中「附則第１５

条第３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条

第１２項とし、同条第１５項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１

５条第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１６項中「附

則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同

項を同条第１４項とし、同条第１７項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を

「附則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１

８項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同

条第１６項とし、同条第１９項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第

４１項」に改め、同項を同条第１７項とし、同条第２０項を同条第１８項とする。 
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附則第１１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第１１条の２の見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」を「令和元年

度又は令和２年度」に改め、同条第１項中「平成３１年度分又は平成３２年度

分」を「令和元年度分又は令和２年度分」に改め、同条第２項中「平成３１年度

適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を「令和元年度適用土地又は令和元年

度類似適用土地」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改める。 

附則第１２条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１３条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１５条第１項中「又は法」を「又は」に、「平成３２年度」を「令和２

年度」に改め、同条第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１

日」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和５年度」に改

める。 

附則第２２条第２項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。 

附則第２３条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

（五島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 五島市税条例等の一部を改正する条例（令和元年五島市条例第９号）の１

部を次のように改正する。 

第２条のうち、五島市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１条第３号を次のように改める。 

(3) 削除 

  附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 
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第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の五島市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同

項及び同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新

条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

４ 新条例第４８条第２項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市

民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、

施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業

年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。 

４ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方

税法（次項において「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は

設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 
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（五島市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 五島市税条例の一部を改正する条例（平成２７年五島市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。 

 附則第６条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０

日」に改め、同条第１３項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１

日」に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１年１０月３１日」を「令

和元年１０月３１日」に改め、同表第６項の項中「平成３２年３月３１日」を

「令和２年３月３１日」に改める。 

（五島市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 五島市税条例の一部を改正する条例（平成２９年五島市条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第３条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

（五島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 五島市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年五島市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第１条第３号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

め、同条第４号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条

第５号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第６

号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第７号中「平

成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第８号中「平成３

４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」

に改める。 

附則第６条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改

め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」に改め、

同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め、同条

第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。 

附則第８条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改

め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」に改め、
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同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改め、同条

第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。 

（五島市税条例及び五島市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 五島市税条例及び五島市都市計画税条例の一部を改正する条例（平成３０

年五島市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

（五島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第８条 五島市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年五島市条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

 附則第１条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。 

附則第３条第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度

分」を「令和元年度分」に改める。 

（五島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 五島市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年五島市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第１条中「平成３１年６月１日」を「令和元年６月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」を「令和元年度分」

に改め、同条第３項中「平成３２年度分」を「令和２年度分」に、同項の表中

「平成３１年６月１日」を「令和元年６月１日」に改める。 

附則第３条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

附則第４条中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。 
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報告第４号 

 

   専決処分の報告について 

 

 五島市都市計画税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和２年４月３０日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （専決理由） 

 条例の改正については、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 

 

五島市都市計画税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

五島市都市計画税条例の一部改正について 

 

 五島市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

五島市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 五島市都市計画税条例（平成１６年五島市条例第７６号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第３項中「第１０項、第１２項、第２４項又は第２８項から第３１項ま

で」を「第９項、第１１項、第２３項又は第２７項から第３０項まで」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第

３８項」に改める。 

附則第５項の前の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１８項」に、「又は法」

を「又は」に改める。 

附則第６項から第９項までの規定中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第

１９項」を「第１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１０項の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同項中「平

成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１８項」に、「又は法」を

「又は」に改める。 

附則第１１項の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年

度から令和２年度まで」に改め、同項中「前項の」を「同項の」に改める。 

附則第１２項中「第２４項、第４３項、第４４項又は第４８項」を「第３７項、
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第３８項又は第４２項」に、「又は第２８項から第３１項まで」を「又は第２７項

から第３０項まで」に、「第２８項から第３１項まで又は法」を「第２７項から第

３０項まで又は」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の五島市都市計画税条例の規定は、令和２年度以後の年

度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 

（五島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 五島市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年五島市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。 

  附則第５条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 
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報告第５号 

 

   専決処分の報告について 

 

 五島市国民健康保険税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和２年４月３０日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （専決理由） 

条例の改正については、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 

 

五島市国民健康保険税条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

五島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 五島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

五島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

五島市国民健康保険税条例（平成１６年五島市条例第１３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項ただし

書中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

第２５条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、

同条第２号中「２８万円」を「２８５，０００円」に改め、同条第３号中「５１万

円」を「５２万円」に改める。 

附則第６項及び第７項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１

項」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第６項及び第７項

の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附

則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行す

る。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の五島市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後
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の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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報告第６号 

 

   専決処分の報告について 

 

 五島市介護保険条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和２年４月３０日提出 

 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （専決理由） 

 条例の改正については、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 

 

五島市介護保険条例の一部改正について、特に緊急を要するため議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

五島市長 野 口 市太郎        

 

五島市介護保険条例の一部改正について 

 

 五島市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

五島市介護保険条例の一部を改正する条例 

 五島市介護保険条例（平成１６年五島市条例第１３６号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第２項から第４項までの規定中「平成３０年度から平成３２年度まで」を

「令和２年度」に改め、同条第５項中「平成３１年度から平成３２年度までの各年

度における」を「令和２年度の」に、「３０，４２０円」を「２４，３４０円」に

改め、同条第６項中「平成３１年度から平成３２年度までの各年度における」を

「令和２年度の」に、「５０，７００円」を「４０，５６０円」に改め、同条第７

項中「平成３１年度から平成３２年度までの各年度における」を「令和２年度の」

に、「５８，８２０円」を「５６，７９０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条の規定は、令和２年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 
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